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の経営強化プラン（案）について

資料４-１



2



3

経営強化プランの策定プロセス

 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24 日付け厚生労働
省医政局長通知）により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置
付けることとされていることも踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められるこ
とから、地域医療構想調整会議の各構想区域分科会での協議を経てプランの策定を行うこ
ととしている。

地方独立行政法人が経営強化プランを策定する場合の留意点

 地方独立行政法人が地方独立行政法人法（平成15 年法律第118 号）に基づき中期計画を
策定している場合には、本ガイドラインにおいて要請している事項のうち不足している部
分を追加又は別途策定することで足りるものである。

※ 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館はR4.3にR4～７年度の中期計画を策定済の
ため、上記のとおりガイドラインで求められる事項で中期計画において未記載の部分を
別途経営強化プランとして策定。


